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ごあいさつ
　市では、 障がいのある人もない人も共生する社会を目指しています。
　そのきっかけの一つとして、 障がいのある人とない人がお互いにスポーツを楽しめるような環境を整えるため、 スポー
ツ施設において、 これまで利用の少なかった障がい者の受入に対する不安を解消できるように、 障がいの種類ごと
にポイントを整理し、 現状の施設で対応できるように、 ソフト面での工夫を中心とした本マニュアルを制作しました。
　障がいのある人もない人も共生する社会を実現するためのきっかけとなるよう、 今後も皆様の一層の御理解と御
協力を賜りますようお願い申し上げます。

市では、 「害」 という漢字の否定的なイメージを考慮し、 障がいのある方の人権をより尊重するという観点から
「障害」 を 「障がい」 とひらがな表記にすることにしました。

（ただし、 法令用語等は今までどおり漢字表記とします。）

【1. 趣旨】
　1. 「障害」 の 「害」 という漢字の否定的なイメージを考慮し、障がいのある方の人権をより尊重するという観点から 「がい」
　　　とひらがな表記を使用します。
　2. ひらがな表記へ変更することにより、 ノーマライゼーション社会の実現に向け、 市民の意識醸成につなげていきます。
　3. 市では、表記を改めるだけでなく、これからも障がい者福祉施策の充実を図ることにより 「障がい」 への理解を深めます。

【2. 実施内容】
　市が作成する公文書、 啓発資料等において、 従来 「障害」、 「障害者」 と表記していたものについて、　原則　「障がい」、
　「障がい者」 と表記します。
　なお、 すでに印刷等を終えている物はそのまま使用することにします。

【3. 対象文書等】
　1. 現行の条例、 規則、 要綱等を除く公文書
　2. 啓発資料等（広報、 チラシ、 パンフレット等）
　3. 会議資料 ・ 説明資料等
　4. 各種計画 ・ 事業概要等

【4. 適用除外】
　1. 法令、 条例、 要綱等の名称
　2. 法令、 条例、 要綱等で規定されている用語等
　3. 制度、 事業名
　4. 関係団体 ・ 施設名
　5. 人や人の状態を表さないもの（障害物、 交通上の障害 など）
　6. その他ひらがな表記とすることが適当でないもの（医療用語等の専門用語 など）

[ 適用除外例 ]
　○法令（法律 ・ 政令 ・ 省令 ・ 告示）、 条例、 規則、 告示等の名称
　　　 ・ 身体障害者福祉法、 同法施行令、 同法施行規則、 弘前市知的障害者生活支援施設条例、
　　　　弘前市身体障害者福祉センター条例、 弘前市身体障害者福祉法施行細則 ほか
　○法令、 条例等で規定されている用語、 制度 ・ 事業等の名称
　　　 ・ 身体障害者手帳、 身体障害者相談員、 障害程度区分、 障害福祉サービス、 障害者支援施設、
　　　　障害者生活支援センター、 特別障害者手当、 障害者控除、 障害基礎年金 ほか
　○施設等の固有名称
　　　 ・ 弘前市身体障害者福祉センター ほか
　○人や人の状態を表さないもの
　　　 ・ 障害物、 交通上の障害、 電波障害 ほか
　○その他ひらがな表記とすることが適当でないもの
　　　 ・ 心臓機能障害、 器質性精神障害（医療用語） ほか
　　

　　

「障害」 と 「障がい」 の表記
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障害はなぜ起こる

心のバリアフリー

公的な施設は利用者が使いやすいように作られています。 しかし全ての人に使いやすくするのには限界があります。
そのため多くの人には使いやすいのに、 特定の人にとっては使いにくいという状況になることがあります。
たとえば階段は多くの人にとって使えますが、 一部の人にとっては使えなかったり使いにくかったりします。
たとえば車いすを利用している人、 ベビーカーを押す人、 台車で物を運ぶ人にとっては使いにくいのではないでしょ
うか。 このように、 ある人にとって障害でないものがある人にとっては障害になります。

階段をスロープにすればこれらの人にも使えるでしょう。 しかしすでにある施設をすぐに作り変えるのは難しいかもし
れません。 そもそも 「全ての人」 にとって使いやすいものを作るのは不可能です。 誰かの不便が残るのは仕方が
ないことかもしれません。 しかしその不便に気が付いて、 お互いに助け合う 「心のバリアフリー」 があれば、 設備
の不足を人の力で補うことができます。
ハード面のバリアフリー化の推進と心のバリアフリーの両輪で利用しやすい施設を目指しましょう。

臨機応変な対応と合理的配慮

障がいは人それぞれ、 利用者の声を第一に

施設利用の目的をかなえるために臨機応変な対応を

合理的配慮

本書をご覧の皆様は、 弘前市の体育施設を運営されている方々です。 本書は障がいのある人たちにも広く施
設を利用していただくことを目的に作成されました。
一口に障がいといっても、 人によってそれぞれ違いますし、 複数の障がいが重なっていることもあります。
本書では紹介する内容はあくまでも参考です。 障がいのある人は施設の利用に不安を抱えていることがあります。
笑顔で応対することを心がけ、 まずは本人の話をよく聞きましょう。

障がいのある人たちには今まであまり体育施設を使っていない人たちもいます。 受け入れを広げることで、 これま
でにない工夫が必要かもしれませんが、 臨機応変に対応してください。 施設には様々なルールや約束事があり
ますが、 時には柔軟な運用が必要になります。 時間がかかるようにみえてもそれが本人のペースということもあり
ます。 どのようなサポートが必要かは本人と相談をしましょう。

設備をすぐに作り変えることは難しいかもしれませんが、無理のない範囲で臨機応変で柔軟な対応をすることで、
積極的な受け入れをしていきましょう。
この無理のない範囲で対応することを、 「障害者差別解消法」 では 「合理的配慮」 としていて、 その提供は
公的なサービス提供者には 「義務」 とされています。

笑顔でお迎えしましょう

1

安心してご利用いただくために

障がいのある利用者や保護者の方たちは 「迷惑を掛けたらどうしよう」、 「私たちが使っても良いのかな」 と思って
いるかもしれません。 ぜひ最初にお迎えする皆さんが、 笑顔で 「ご利用ありがとうございます」、 「お手伝いできる
ことはありますか」 と声を掛けてください。 そうすることで不安や緊張を感じている利用者もみなさんの一言にホッと
していただけるでしょう。
また、 利用中もお困りの様子があれば、 「なにかお手伝いすることありますか」 などお声がけしてください。

障がいのある人や子供たちの体育館などの公共のスポーツ施設の利用はあまり進んでいません。 公共の施設は
市民のためのものです。 スポーツの楽しみを知り、 体を動かす機会を作るために、 いままで機会が少なかった人
達にも安心して利用いただける施設にしていくことを目指して、 ともに考え実現していきましょう。

階段とスロープ



公的な施設は利用者が使いやすいように作られています。 しかし全ての人に使いやすくするのには限界があります。
そのため多くの人には使いやすいのに、 特定の人にとっては使いにくいという状況になることがあります。
たとえば階段は多くの人にとって使えますが、 一部の人にとっては使えなかったり使いにくかったりします。
たとえば車いすを利用している人、 ベビーカーを押す人、 台車で物を運ぶ人にとっては使いにくいのではないでしょ
うか。 このように、 ある人にとって障害でないものがある人にとっては障害になります。

階段をスロープにすればこれらの人にも使えるでしょう。 しかしすでにある施設をすぐに作り変えるのは難しいかもし
れません。 そもそも 「全ての人」 にとって使いやすいものを作るのは不可能です。 誰かの不便が残るのは仕方が
ないことかもしれません。 しかしその不便に気が付いて、 お互いに助け合う 「心のバリアフリー」 があれば、 設備
の不足を人の力で補うことができます。
ハード面のバリアフリー化の推進と心のバリアフリーの両輪で利用しやすい施設を目指しましょう。

臨機応変な対応と合理的配慮

障がいは人それぞれ、 利用者の声を第一に

施設利用の目的をかなえるために臨機応変な対応を

合理的配慮

本書をご覧の皆様は、 弘前市の体育施設を運営されている方々です。 本書は障がいのある人たちにも広く施
設を利用していただくことを目的に作成されました。
一口に障がいといっても、 人によってそれぞれ違いますし、 複数の障がいが重なっていることもあります。
本書では紹介する内容はあくまでも参考です。 障がいのある人は施設の利用に不安を抱えていることがあります。
笑顔で応対することを心がけ、 まずは本人の話をよく聞きましょう。

障がいのある人たちには今まであまり体育施設を使っていない人たちもいます。 受け入れを広げることで、 これま
でにない工夫が必要かもしれませんが、 臨機応変に対応してください。 施設には様々なルールや約束事があり
ますが、 時には柔軟な運用が必要になります。 時間がかかるようにみえてもそれが本人のペースということもあり
ます。 どのようなサポートが必要かは本人と相談をしましょう。

設備をすぐに作り変えることは難しいかもしれませんが、無理のない範囲で臨機応変で柔軟な対応をすることで、
積極的な受け入れをしていきましょう。
この無理のない範囲で対応することを、 「障害者差別解消法」 では 「合理的配慮」 としていて、 その提供は
公的なサービス提供者には 「義務」 とされています。

笑顔でお迎えしましょう

2

障がいのある利用者や保護者の方たちは 「迷惑を掛けたらどうしよう」、 「私たちが使っても良いのかな」 と思って
いるかもしれません。 ぜひ最初にお迎えする皆さんが、 笑顔で 「ご利用ありがとうございます」、 「お手伝いできる
ことはありますか」 と声を掛けてください。 そうすることで不安や緊張を感じている利用者もみなさんの一言にホッと
していただけるでしょう。
また、 利用中もお困りの様子があれば、 「なにかお手伝いすることありますか」 などお声がけしてください。

障がいのある人や子供たちの体育館などの公共のスポーツ施設の利用はあまり進んでいません。 公共の施設は
市民のためのものです。 スポーツの楽しみを知り、 体を動かす機会を作るために、 いままで機会が少なかった人
達にも安心して利用いただける施設にしていくことを目指して、 ともに考え実現していきましょう。



肢体不自由

3

先天的な理由、 事故、 病気などで、 手や足の動く範囲や力の強さに制限があります。 肢体
不自由には、 上肢（腕や手指、 肘関節など）の障がい、 下肢（股関節、 膝関節など）の
障がい、 体幹機能障がい（座位、 立位などの姿勢の保持が難しいこと）、 脳病変による運
動機能障がい（脳性まひ）などがあり、 それらのいくつかを複合している場合もあります。
介助犬を連れている人もいます。

上肢に障がいがあると、 細かい物を掴む、 物を持ち上げる、 運ぶ、 文字を書く、 小さな
スイッチなどの操作などが難しいことがあります。
下肢に障がいがあると、 立っている、 座っているといった同じ姿勢を保つことや立ち上がる、 歩く、
段差の上り下りなどが難しいことがあります。
障がいの原因によっては、 痛覚 ・ 温度覚の障がい（やけどをしても気付かないなど）、 体温調
節機能の低下（室温調整が必要）等が見られることがあります。

困りごと

困りごと

状態

状態

立位

車いす

・ 靴の履きかえ、 下駄箱の利用など
　にサポートが必要な場合があります。

・ 室温の調整などにも配慮します。 ・ 照明のスイッチ、 ロッカーの施錠などに
  サポートが必要な場合があります。

・ 館内の移動を安全に行うため
　通路の整頓を行い動線の安全
　を確認します。

・ 器具の利用や備品の利用のときにも、
  サポートが必要な場合があります。

・ 車いすを利用している人と話すときは、
  腰をかがめて目線を合わせるようにします。   
  立った姿勢で話しかけると見下されたようで
  不快に感じることがあります。

・ 移動や段差などのサポート方法を知っておきます。
  サポートするときは、  「動かします」 「前輪を上げます」 など
　先に声をかけて動くようにします。

障がいの特徴とポイント



4

先天的な理由、 事故、 病気などで、 手や足の動く範囲や力の強さに制限があります。 肢体
不自由には、 上肢（腕や手指、 肘関節など）の障がい、 下肢（股関節、 膝関節など）の
障がい、 体幹機能障がい（座位、 立位などの姿勢の保持が難しいこと）、 脳病変による運
動機能障がい（脳性まひ）などがあり、 それらのいくつかを複合している場合もあります。
介助犬を連れている人もいます。

上肢に障がいがあると、 細かい物を掴む、 物を持ち上げる、 運ぶ、 文字を書く、 小さな
スイッチなどの操作などが難しいことがあります。
下肢に障がいがあると、 立っている、 座っているといった同じ姿勢を保つことや立ち上がる、 歩く、
段差の上り下りなどが難しいことがあります。
障がいの原因によっては、 痛覚 ・ 温度覚の障がい（やけどをしても気付かないなど）、 体温調
節機能の低下（室温調整が必要）等が見られることがあります。

車いすを利用している場合の困難は、 移動とトイレの利用が代表的なものです。
・ 段差や階段、 急な坂道を移動することが困難です。
・ ドアの間口、 通路など歩行時よりも広いスペースが必要です。
・ 雨の日に傘を使うことが難しいことがあります。
・ ノブを使って開閉するタイプのドアの利用に苦労することがあります。
・ 外出のときに車いすで使用できるトイレを探すことに苦労することや、 トイレが見つかっても
　すぐに使えずに困ることがあります。
それ以外にも高い場所の掲示が見づらい、 自動販売機やエレベーターの高い位置のボタン
が押しにくいことなどがあります。 人によっては体温の調節が難しいことがあります。

困りごと

車いす利用者の中には、 脊髄損傷や頸髄損傷による機能障がいのほか、 脳性まひにより
立位の姿勢が難しく車いすを利用している人もいます。 車いす利用者は下肢に機能障がい
のある人が多いですが、 上肢に障がいがある人が電動車いすを使用している場合もあります。
また言葉を発するのが難しいこともあります。 車いす利用者の身体能力は様々です。
車いすを使っていても、 両手、 足でける、 片手片足で操作するなどさまざまです。

状態

車いす
障
が
い
の
特
徴
と
ポ
ｲ
ﾝ
ﾄ

・ 照明のスイッチ、 ロッカーの施錠などに
  サポートが必要な場合があります。

・ 館内の移動を安全に行うため
　通路の整頓を行い動線の安全
　を確認します。

・ 車いすを利用している人と話すときは、
  腰をかがめて目線を合わせるようにします。   
  立った姿勢で話しかけると見下されたようで
  不快に感じることがあります。

・ 移動や段差などのサポート方法を知っておきます。
  サポートするときは、  「動かします」 「前輪を上げます」 など
　先に声をかけて動くようにします。

・ 館内の移動を安全に行うため通路の整頓を
  行い動線の安全を確認します。



視覚障 が い
視覚障がいには、 まったく見えない 「全盲」、 見えにくい、 少しは見える 「弱視」、 特定の色
が見えにくい 「色弱」 があります。 またぼやける、 視野の一部しか見えない、 光が眩しいなど
見えにくさも様々です。
最近ではパソコンの画面を読み上げる音声読み上げソフトなどの普及で、 インターネットの情報
を活用する人もいます。 また、 点字を利用する人は視覚障がい者の 10 人に一人といわれて
います。 視覚障がいの人は白杖を使用したり盲導犬を連れたりしていることがあります。

視覚障がい者の困りごとは、 大きく分けて２つ。
移動の困難と情報取得の困難です。
移動のための情報を視覚で確認することができないため、 音声のない信号、 案内版、 表示など
の情報を活用できません。 また白杖で足元の確認はできますが、 上部の確認ができないため、
張り出したものは危険です。
視覚的な情報が得られず、 掲示板やテレビ、 周囲の状況が分からないことがあります。

困りごと
サポートが必要かどうか声をかけるときの方法には、 手話、 筆談、 口話（こうわ）などがあります。 口話は、
聴覚障がい者が唇の動きを読んで相手の言いたいことを理解する方法です。
正面から口をはっきりあけてゆっくり話します。 下を向いて話したり、 マスクや手で口を覆ったりすると読み取
れません。 相手の言葉が聞き取りにくい時は、 筆談などをお願いします。

困りごと

状態 状態

聴覚障がい者との対話

・ 誘導をする場合は 「お手伝いすることはござい
  ますか︖」 など正面から声をかけて、 どのように　
　誘導すればよいか確認します。 視覚障がい者の　
　半歩前に立ち、 肩や肘を差し出してつかまっても
　らいます。 この時白杖や手や腕をつかんだり
  引いたりしないでください。

・ 話しかけるときにはまずは、 「こんにちは」
  「何かお手伝いしますか︖」 などと声をかけます。

・ 正面から、 口元が見えるように話しかけます。

・ 筆談は短い文で明確に。
  図なども使い、 視覚的に理解
  しやすいように表現します。

・ 意味内容を理解しているか
　復唱・確認をするようにします。

・ 「右に曲がります」
　「階段を 10 段昇ります」
　など具体的な言葉を使って
　状況を説明します。
・ 「あちら」 「こちら」 などの表現
　は避けます。

・ 赤色と緑色の区別がつかないなど
  色の見え方に特性がある人がいるの
  で、 掲示物を作ると　きには図表など
  配色に気を付けます。
　スマートフォンやタブレットで色を確認
　できるアプリケーションがあります。
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聴覚 ・ 言 語 障 が い
視覚障がいには、 まったく見えない 「全盲」、 見えにくい、 少しは見える 「弱視」、 特定の色
が見えにくい 「色弱」 があります。 またぼやける、 視野の一部しか見えない、 光が眩しいなど
見えにくさも様々です。
最近ではパソコンの画面を読み上げる音声読み上げソフトなどの普及で、 インターネットの情報
を活用する人もいます。 また、 点字を利用する人は視覚障がい者の 10 人に一人といわれて
います。 視覚障がいの人は白杖を使用したり盲導犬を連れたりしていることがあります。

視覚障がい者の困りごとは、 大きく分けて２つ。
移動の困難と情報取得の困難です。
移動のための情報を視覚で確認することができないため、 音声のない信号、 案内版、 表示など
の情報を活用できません。 また白杖で足元の確認はできますが、 上部の確認ができないため、
張り出したものは危険です。
視覚的な情報が得られず、 掲示板やテレビ、 周囲の状況が分からないことがあります。

聴覚障がいの困りごとは音の情報が得られないことです、 そのため、 後ろからのクラクションや
声掛けに気づきません、 加えて一見して聴覚障がいと分かりにくいため、 「声を掛けているの
に無視をされた」 などの誤解を受けることがあります。 口話をしていると相手の顔に集中して
いるため、 メモなどを取ることができません。 相手のペースに合わせることで同じことを繰り返し
確認しづらいことがあります。 発話が明瞭でないと、 相手の言うことが理解できていないと誤
解されたりします。 電話が利用できないことがあります。

サポートが必要かどうか声をかけるときの方法には、 手話、 筆談、 口話（こうわ）などがあります。 口話は、
聴覚障がい者が唇の動きを読んで相手の言いたいことを理解する方法です。
正面から口をはっきりあけてゆっくり話します。 下を向いて話したり、 マスクや手で口を覆ったりすると読み取
れません。 相手の言葉が聞き取りにくい時は、 筆談などをお願いします。

困りごと

聴覚障がいは、 全く聞こえないかまたは聞こえにくいことをいいます。 幼少時から音の聞こえ
に困難が生じます。 言語障がいは、 聴覚障がいによって発話の習得が難しい、 話す言葉
が明瞭でない言語障がいを伴うことがあります。 言語障がいの原因には、 他に口や舌の機
能の状態によるものなどがあります。 コミュニケーションの手段としては、 手話や筆談、 相手
の口元を見て、 内容を理解する口話（こうわ）などがありますが、 いずれもできる人とでき
ない人がいます。 聴導犬を連れている人もいます。

状態

聴覚障がい者との対話

・ 話しかけるときにはまずは、 「こんにちは」
  「何かお手伝いしますか︖」 などと声をかけます。

・ 正面から、 口元が見えるように話しかけます。

・ 筆談は短い文で明確に。
  図なども使い、 視覚的に理解
  しやすいように表現します。

・ 意味内容を理解しているか
　復唱・確認をするようにします。

・ 音声を文字に変換する無料アプリケーションが
　スマートフォンやタブレットで提供されています。
  これらを使えば言葉を文字で相手に伝えることが
　できます。

・ 動画などで情報発信することが
  あるときには字幕を付けることで
  聴覚障がい者も情報を得ること
  ができます。

・ 赤色と緑色の区別がつかないなど
  色の見え方に特性がある人がいるの
  で、 掲示物を作ると　きには図表など
  配色に気を付けます。
　スマートフォンやタブレットで色を確認
　できるアプリケーションがあります。

障
が
い
の
特
徴
と
ポ
ｲ
ﾝ
ﾄ
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内部障 が い

知 的 障 が い

内部障がいは体の内部に障がいがある障がいで７つの種類があります。 いずれも臓器本来の
働きを補助するために治療機器の装着のほか日常生活が制限される場合があり、 疲れやすい
傾向があります。

体の状態により安心して外出できない場合があります。 また病気への誤解や偏見などへの心
配から外出できない人がいます。

困りごと

状態

・ 本人の体調と状態にあわせた施設利用の判断のために必要な情報をきちんと伝えます。
  例えばオストメイト対応トイレの有無などを事前に説明します。
・ 医師からの注意事項などがある場合は聴取しておきます。
・ 観戦などを受け入れる場合は、 本人との相談の上、 優先入場や移動距離の少ない動線、　休養できる
  場所などを検討します。
・ 携帯型酸素ボンベの使用者にとっては火気厳禁です。

配慮ポイント

知的な発達に遅れがあり、 意思交換（言葉を理解し気持ちを表現することなど）や日常的
な事柄（お金の計算など）が苦手といった特徴があります。 障がいの程度によって、能力、意欲、
体力などに個人差があります。

知的な遅れがあるといっても、 全ての能力が遅れているわけではありません。 「話し言葉は理
解できるが、 文章の理解や表現は苦手」 という人もいますし、 「言葉による指示より視覚的
指示の方が理解しやすい」 という人もいます。

困りごと

状態

・いろいろな人から説明や指示を受けると混乱してしまいます。 できれば同じ人が担当します。
・「それ」、 「あれ」 などの言い方や抽象的な表現は避け、 簡潔で具体的な表現をします。
・ 絵や図を使ったり、 注意事項などは書いたりするのもよいでしょう。
・ 器具の使い方などはやってみせて、 次に、 本人にやってもらい理解を促します。

配慮ポイント

困りごと

状態

・本人の体調と状態にあわせた施設利用の判断のために、 利用時間や利用方法など、 必要な情報を
　きちんと伝えます。
・医師の指示や投薬をしっかり守ってもらって施設を利用していただきます。

配慮ポイント

困りごと

状態

・ 相手の状況を柔軟にうけとめます。
・ 会話では肯定的でシンプルな表現（○○をします、 次に○○をします。）で伝えます。
・ 掲示物についての文字の表現などが分からない人もいることを理解しておきます。
・ 対人関係での表現について無表情に感じたり、 無視されると感じるなどあるかもしれませんが、
　個人差があることを理解しておきます。

配慮ポイント
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内部障がいは体の内部に障がいがある障がいで７つの種類があります。 いずれも臓器本来の
働きを補助するために治療機器の装着のほか日常生活が制限される場合があり、 疲れやすい
傾向があります。

体の状態により安心して外出できない場合があります。 また病気への誤解や偏見などへの心
配から外出できない人がいます。

・ 本人の体調と状態にあわせた施設利用の判断のために必要な情報をきちんと伝えます。
  例えばオストメイト対応トイレの有無などを事前に説明します。
・ 医師からの注意事項などがある場合は聴取しておきます。
・ 観戦などを受け入れる場合は、 本人との相談の上、 優先入場や移動距離の少ない動線、　休養できる
  場所などを検討します。
・ 携帯型酸素ボンベの使用者にとっては火気厳禁です。

知的な発達に遅れがあり、 意思交換（言葉を理解し気持ちを表現することなど）や日常的
な事柄（お金の計算など）が苦手といった特徴があります。 障がいの程度によって、能力、意欲、
体力などに個人差があります。

知的な遅れがあるといっても、 全ての能力が遅れているわけではありません。 「話し言葉は理
解できるが、 文章の理解や表現は苦手」 という人もいますし、 「言葉による指示より視覚的
指示の方が理解しやすい」 という人もいます。

精神障 が い

発 達 障 が い

精神障がいは、 様々な精神疾患が原因となって起こります。 主な精神疾患には、 統合失
調症、気分障がい（うつ病、そううつ病など）、てんかんなどがあります。 投薬をしっかりと行い、
病状をコントロールできていれば、 どのようなスポーツでも取り組めます。 統合失調症につい
ては 「細かな指先の動作が苦手」、 「複雑なことが苦手」、 「臨機応変に判断することが苦
手」、 「新しいことに対して不安が強い」 などの特徴が指摘されています。 気分障がいは、
生活に支障を来すほどに異常に気分が沈んだり高揚したりする状態が長く続く病気です。
てんかんは、 様々な要因による慢性的な脳の疾患で、 てんかん発作は 脳の神経が一時的
に激しく活動することにより起こるものです。

困りごと

状態

・本人の体調と状態にあわせた施設利用の判断のために、 利用時間や利用方法など、 必要な情報を
　きちんと伝えます。
・医師の指示や投薬をしっかり守ってもらって施設を利用していただきます。

配慮ポイント

発達障がいは自閉症、 アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、 学習障がい、
注意欠陥多動性障がいという３つがあります。 以下特徴を簡単に紹介しますが、 複合する
場合もあり一人一人違います。 広汎性発達障がいは 「社会性」、 「対人関係がうまく結べ
ない」、 「こだわりの強さ」 などが特徴の障がいです。 学習障がいは 「話す」 「理解する」 と
いうことはできるのに、 「読み」 「書き」 「計算」 が極端に苦手ということがあります。 注意欠
陥多動性障がいは 「不注意」 や、 じっとしていられないといった 「多動」、 何か思いつくとす
ぐに行動してしまう 「衝動性」 などが特徴です

・ 視覚、 聴覚、 味覚、 嗅覚、 触覚などの感覚刺激への敏感さで強いストレスを感じること
  があります。
・ 大勢の人の中や気温など変化に対する不安を抱えることがあります。
・ 言外の意味や行間の意味をくみ取ることが苦手なことがあります。

困りごと

状態

・ 相手の状況を柔軟にうけとめます。
・ 会話では肯定的でシンプルな表現（○○をします、 次に○○をします。）で伝えます。
・ 掲示物についての文字の表現などが分からない人もいることを理解しておきます。
・ 対人関係での表現について無表情に感じたり、 無視されると感じるなどあるかもしれませんが、
　個人差があることを理解しておきます。

配慮ポイント

障
が
い
の
特
徴
と
ポ
ｲ
ﾝ
ﾄ
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申し込み ・ 問い合わせ
・ 障がいのある人の施設利用について問い合わせを受けたときは、 利用者の目的や希望にあわせて、 施設の状況
　を正しく伝えてください。 今まで施設を利用していない障がい者や保護者は心配や不安を抱えています。
　まずは笑顔で応対することを心がけてください。 「お手伝いすることありますか︖」 という問いかけをすることで安心感
　を与えることができます。 そして、 利用者の障がいの詳細にこだわることなく、 利用いただくためにはどうしたら良い
　かという目的で対話します。
・ 利用しやすい（空いている、 職員が対応できる）時間帯や対応できることに加えできないこともお知らせし、
　利用者が安心して利用できると判断するための情報提供をおこないます。

障害者手帳をお持ちの方の利用料が減免になるなどの制度があります。 
ただし全てが減免になるわけではないので注意が必要です。

・身体障害者手帳 : 視覚、 聴覚、 音声、 言語などのほか、 手足や心臓、 じん臓、 呼吸器、 ぼうこう、 直腸、
　小腸、 ヒト免疫機能、 肝臓に障がいのある人に、 それぞれの障がい程度により交付されます。

・ 愛護手帳 : 知的障がい者（児）に交付されます。

・ 精神障害者保健福祉手帳 :  精神障がいのために長期にわたり
　日常生活や社会生活に制約のある人に交付されます。

・ 利用目的
・ 利用したい施設や用具
・ 介助者の有無

・ サポートが必要な状況
・ 医師から制限されていること
・ その他不安に感じていることなど

利用者への確認事項

障がいの状況によって、 利用できるルートが違う場合があります。 交通量、 段差、 エレベーターの有無などを事
前に確認し、 相手に合わせたルートを説明します。
また、 自動車で来場する場合は駐車場の状況、 駐車場からのルートについても説明します。

施設までの案内

ホームページや SNS で情報公開をする場合、 施設についての情報などは公開しておくという方法もあります。
前出の内容以外に、 筆談ボードや点字案内の設置などの情報、 各所のバリアフリー情報とともに階段のみで移
動するエリアや、 ドアの幅などバリアとなりうる情報も併せて掲載すれば利用者が自身で判断できます。

ホームページでの情報提供

利用前に施設を案内し設備の利用方法などを説明します。 事前に状況が確認できるため本人が準備すること
と施設がサポートすることをお互いに確認することで安心して利用することができます。

【施設についての情報】
・障がい者用駐車場
・障がい者トイレの有無、 一般トイレの状況
・更衣室の状況
・主に肢体不自由、 車いす利用者に対して
　施設内の段差、 階段、 ドアの状況
・駐車場から出入り口までのルート 【車いす利用者】

・ スロープやエレベータなどの確認と動線の説明をします。
・ トイレ、 更衣室などの状況の確認と利用方法の説明をします。

【視覚障がい者】
・ 施設内の配置や大きさなどを全体の様子を説明します。
・ 本人の使う動線に従って、 案内 ・ 説明します。
・ 点字ブロックや壁など移動の助けになる箇所を説明します。
・ トイレ、 更衣室、 シャワーなどの共用施設では、 設備に触ったり、 使用したりしながら説明します。

【聴覚障がい者】
・ 利用するときのルールや設備の使い方を一つ一つ説明します。

【利用のときの情報】
・利用しやすい時間帯
・上履き、 運動靴など必要な準備
・筆談、 車いすを押すなど職員がサポート
　できること、 できないこと
・混雑している時間帯、 空いている時間帯
・サポートできる時間帯

利用者へ伝えること

障害者手帳

コラム　情報を共有でより良いサポート
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オリエンテーション

施
設
利
用
の
受
け
入
れ

・ 障がいのある人の施設利用について問い合わせを受けたときは、 利用者の目的や希望にあわせて、 施設の状況
　を正しく伝えてください。 今まで施設を利用していない障がい者や保護者は心配や不安を抱えています。
　まずは笑顔で応対することを心がけてください。 「お手伝いすることありますか︖」 という問いかけをすることで安心感
　を与えることができます。 そして、 利用者の障がいの詳細にこだわることなく、 利用いただくためにはどうしたら良い
　かという目的で対話します。
・ 利用しやすい（空いている、 職員が対応できる）時間帯や対応できることに加えできないこともお知らせし、
　利用者が安心して利用できると判断するための情報提供をおこないます。

障害者手帳をお持ちの方の利用料が減免になるなどの制度があります。 
ただし全てが減免になるわけではないので注意が必要です。

・身体障害者手帳 : 視覚、 聴覚、 音声、 言語などのほか、 手足や心臓、 じん臓、 呼吸器、 ぼうこう、 直腸、
　小腸、 ヒト免疫機能、 肝臓に障がいのある人に、 それぞれの障がい程度により交付されます。

・ 愛護手帳 : 知的障がい者（児）に交付されます。

・ 精神障害者保健福祉手帳 :  精神障がいのために長期にわたり
　日常生活や社会生活に制約のある人に交付されます。

・ サポートが必要な状況
・ 医師から制限されていること
・ その他不安に感じていることなど

障がいの状況によって、 利用できるルートが違う場合があります。 交通量、 段差、 エレベーターの有無などを事
前に確認し、 相手に合わせたルートを説明します。
また、 自動車で来場する場合は駐車場の状況、 駐車場からのルートについても説明します。

ホームページや SNS で情報公開をする場合、 施設についての情報などは公開しておくという方法もあります。
前出の内容以外に、 筆談ボードや点字案内の設置などの情報、 各所のバリアフリー情報とともに階段のみで移
動するエリアや、 ドアの幅などバリアとなりうる情報も併せて掲載すれば利用者が自身で判断できます。

利用前に施設を案内し設備の利用方法などを説明します。 事前に状況が確認できるため本人が準備すること
と施設がサポートすることをお互いに確認することで安心して利用することができます。

【車いす利用者】
・ スロープやエレベータなどの確認と動線の説明をします。
・ トイレ、 更衣室などの状況の確認と利用方法の説明をします。

【視覚障がい者】
・ 施設内の配置や大きさなどを全体の様子を説明します。
・ 本人の使う動線に従って、 案内 ・ 説明します。
・ 点字ブロックや壁など移動の助けになる箇所を説明します。
・ トイレ、 更衣室、 シャワーなどの共用施設では、 設備に触ったり、 使用したりしながら説明します。

【聴覚障がい者】
・ 利用するときのルールや設備の使い方を一つ一つ説明します。

障害者手帳

コラム　情報を共有でより良いサポート
障がいのある人の利用状況や対応内容について職員の間で共有します。 ノウハウが蓄積し、
より良い知恵を出すことに活かせます。
また、 緊急時の対応のためにも日ごろどのような利用者がいるのかを把握することは大切です。

10

身体障害者手帳

愛護手帳

障害者手帳
※手帳画像 青森県健康福祉部障害福祉課提供



駐車場

出入口
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車いす利用者が車を乗り降りするには広いスペースが必要です。 そのため多くの施設で障がい者用の駐車場が用意
されています。 これらの駐車場を障がい者以外の人が利用しないよう理解を求めることが必要です。

受付は、 利用者が最初に利用するところです。 その後の利用がスムーズになるように丁寧に対応します。
もし待ち時間がかかるような場合には、 その旨をお伝えするようにします。

入口のドアや段差によって車いすで入れない、 靴を履き替える場所がないなど肢体不自由の人が苦労することがあ
ります。 入口を入って受付などの場所が分からない場合などもあります。

・ 車いす利用者など扉が開けられない、 段差を乗り越えられないなどの場合はサポートします。
・ 靴を履き替えやすいように椅子を用意します。
・ 装具や車いすのまま入館する場合は、 清掃用のバケツや雑巾を用意します。
・ 靴ベラを用意します。
・ 視覚障がい者が受付を探していたら、 職員であることを名乗った上で周りの状況を伝えながら、 受付へ案内します。
・ 聴覚障がい、 知的障がい受付の案内が分からない人は正面から声をかけて、 必要であれば案内します。

・ 窓口の表示などは分かりやすくシンプルにします。 漢字にふりがなをふります。
・ 手話や筆談で対応できる場合は、 「手話ができます」 「筆談ができます」 などの表示をします。
・ 受付には筆談ボードやメモ用紙、 拡大鏡などを用意しておきます。
・ 立って利用する人、 車いす利用者が使える高さの受付台を用意します。 また椅子を準備します。
・ 杖や荷物を置けるようにします。
・ 上肢にまひがある人、 視覚障がい者など書類の記入が難しい場合は、 必要に応じて声を掛けて代筆をします。

一般の駐車場の場合、 幅は、 1 台につき 250cm
程度ですが、 車いす利用者が安全に乗り降りするた
めには、 350cm 以上の幅が必要となります。 また、
通路幅として 140cm 以上を確保してください。
もし、 大会などで車いす利用者の駐車場が足りない
場合は、 一般の駐車場の３台分で 2 台駐車させる
など工夫します。 障がい者用の駐車場が使えない場
合に受付などにすぐに連絡できるように電話番号を掲
示しておくといざという時に安心です。

コラム　忘れ物の対応
忘れ物をしたときに問い合わせたくても、 視覚障がい者や色弱の人が色や特徴を答えられないことで持ち主
であるか疑われると心配する人もいます。 質問するときは分からない人もいることを想定した上で 「色や形は
分かりますか︖」 という声掛けをしてみましょう。

コラム　雨の日、 雪の日の対策
障がい者用の駐車場から入口まで屋根が無い場合は入口の近くのスペースや体育館直結の入り口を使うなど
出入りのしやすい場所を提供できれば、 雨や雪が降っていても、 乗り降りのときに濡れずに済みます。
積雪で障がい者用の駐車場が分からなくなるような場合は、 パイロンなどで表示を行います。

【聴覚障がい者の案内】
・ 筆談や口話など、 コミュニケーションをとる方法を確認して手続きを行います。
・ 聴覚 ・ 言語障がい者の発音が聞き取れないときは、 遠慮なく紙に書いてもらいます。
・ 言葉の文法が間違っていても何が言いたいかを知ることを第一にゆっくり確認しましょう。

【知的障がい者の案内】
・ 受付が分からないようなら、 まず声をかけて受付に案内します。
　書類は絵や図を使った、 分かりやすいものを用意します。
【精神障がいの案内】
・ 不安を感じたり、 落ち着きがない場合があります。
　説明はゆっくり丁寧に同じことを聞かれたら繰り返し説明します。

Ｐ

350
cm

140
cm

140
cm

・ 弱視者については、 階段のステップ
　の色とエッジの色のコントラストが強い
　と識別がしやすくなります。

・ 通路には物を置かないようにし、
　上部の張り出しなど危険な場所に
　はガードをするなどします。

・ イラストや色を使った分かりやすい
　案内板や掲示物を設置します。
・漢字にはふりがなをふるなどします。
・ 色弱者に配慮して色に頼らない
　表現をします。
　　良くない例、 赤色と緑色で区別する
　　良い例、 色の濃淡や模様で区別する
・ 車いす利用者にも見やすいような
　高さに設置します。

・ 細いロープをしっかりしたビニール
　テープなどで固定することで、
　白杖でたどりながら一人での移動
　を助けることができます。
・ 点字ブロックが無い場合でも、
　誘導用のルートを示すことが
　できます。



受付
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車いす利用者が車を乗り降りするには広いスペースが必要です。 そのため多くの施設で障がい者用の駐車場が用意
されています。 これらの駐車場を障がい者以外の人が利用しないよう理解を求めることが必要です。

受付は、 利用者が最初に利用するところです。 その後の利用がスムーズになるように丁寧に対応します。
もし待ち時間がかかるような場合には、 その旨をお伝えするようにします。

入口のドアや段差によって車いすで入れない、 靴を履き替える場所がないなど肢体不自由の人が苦労することがあ
ります。 入口を入って受付などの場所が分からない場合などもあります。

・ 車いす利用者など扉が開けられない、 段差を乗り越えられないなどの場合はサポートします。
・ 靴を履き替えやすいように椅子を用意します。
・ 装具や車いすのまま入館する場合は、 清掃用のバケツや雑巾を用意します。
・ 靴ベラを用意します。
・ 視覚障がい者が受付を探していたら、 職員であることを名乗った上で周りの状況を伝えながら、 受付へ案内します。
・ 聴覚障がい、 知的障がい受付の案内が分からない人は正面から声をかけて、 必要であれば案内します。

・ 窓口の表示などは分かりやすくシンプルにします。 漢字にふりがなをふります。
・ 手話や筆談で対応できる場合は、 「手話ができます」 「筆談ができます」 などの表示をします。
・ 受付には筆談ボードやメモ用紙、 拡大鏡などを用意しておきます。
・ 立って利用する人、 車いす利用者が使える高さの受付台を用意します。 また椅子を準備します。
・ 杖や荷物を置けるようにします。
・ 上肢にまひがある人、 視覚障がい者など書類の記入が難しい場合は、 必要に応じて声を掛けて代筆をします。

一般の駐車場の場合、 幅は、 1 台につき 250cm
程度ですが、 車いす利用者が安全に乗り降りするた
めには、 350cm 以上の幅が必要となります。 また、
通路幅として 140cm 以上を確保してください。
もし、 大会などで車いす利用者の駐車場が足りない
場合は、 一般の駐車場の３台分で 2 台駐車させる
など工夫します。 障がい者用の駐車場が使えない場
合に受付などにすぐに連絡できるように電話番号を掲
示しておくといざという時に安心です。

コラム　忘れ物の対応
忘れ物をしたときに問い合わせたくても、 視覚障がい者や色弱の人が色や特徴を答えられないことで持ち主
であるか疑われると心配する人もいます。 質問するときは分からない人もいることを想定した上で 「色や形は
分かりますか︖」 という声掛けをしてみましょう。

障がい者用の駐車場から入口まで屋根が無い場合は入口の近くのスペースや体育館直結の入り口を使うなど
出入りのしやすい場所を提供できれば、 雨や雪が降っていても、 乗り降りのときに濡れずに済みます。
積雪で障がい者用の駐車場が分からなくなるような場合は、 パイロンなどで表示を行います。

【聴覚障がい者の案内】
・ 筆談や口話など、 コミュニケーションをとる方法を確認して手続きを行います。
・ 聴覚 ・ 言語障がい者の発音が聞き取れないときは、 遠慮なく紙に書いてもらいます。
・ 言葉の文法が間違っていても何が言いたいかを知ることを第一にゆっくり確認しましょう。

【知的障がい者の案内】
・ 受付が分からないようなら、 まず声をかけて受付に案内します。
　書類は絵や図を使った、 分かりやすいものを用意します。
【精神障がいの案内】
・ 不安を感じたり、 落ち着きがない場合があります。
　説明はゆっくり丁寧に同じことを聞かれたら繰り返し説明します。

体育館の利用時間は 17 時までで、
トレーニングルームとロッカールームの
利用は 20 時までです。

体育館︓17 時まで
トレーニングルーム︓20 時まで
ロッカールーム︓20 時まで

良い例良くない例

施
設
利
用
の
受
け
入
れ

・ イラストや色を使った分かりやすい
　案内板や掲示物を設置します。
・漢字にはふりがなをふるなどします。
・ 色弱者に配慮して色に頼らない
　表現をします。
　　良くない例、 赤色と緑色で区別する
　　良い例、 色の濃淡や模様で区別する
・ 車いす利用者にも見やすいような
　高さに設置します。

・ 細いロープをしっかりしたビニール
　テープなどで固定することで、
　白杖でたどりながら一人での移動
　を助けることができます。
・ 点字ブロックが無い場合でも、
　誘導用のルートを示すことが
　できます。

・ 点字ブロックの上に物をおかないように
　します。



更衣室 ・ シャワールーム

13

入口や中のスペースの広さ、 備品の状況によって配慮が必要な場合があります。 特に初めて利用する場合には
一緒に状況を確認して利用するときのサポートをします。

車いす利用者や、 オストメイトの設備がある多目的トイレを利用する人もいれば、 一般のトイレを利用する
障がい者もいます。 いずれにしても清潔に整えておきます。 例えば視覚障がい者は広い多目的トイレより
コンパクトな一般トイレが使いやすい場合もあります。 本人の希望を聞いて必要なサポートをします。
大人のおむつ替えや、 衣料の着脱用にベッドが必要な場合があります。 長めのベンチでも代用できます。【椅子】

肢体不自由者（立位）の場合、 椅子に座らないと靴が履けないなどの場合があります。 また、 疲れやすい人も
多いため、 更衣室内に椅子などを用意しておきましょう。
【ロッカー】
・ 取っ手を付けると握力がなくてもドアが開けやすくなります。
・ 鍵の開閉が難しい場合があるので必要に応じてサポートします。
・ 装具などを入れるために大きな荷物が入るロッカーが必要なことがあります。
　その場合は優先的に利用できるようにします。
・ ドアに大きな数字を貼る、 点字を貼るなどして場所が分かるようにします。
【リモコン】　
車いす利用者の場合　リモコンなどが高い位置にあると届きません、 扇風機などのリモコンは低い位置に設置します。

コラム　補助犬の待機場所
補助犬専用の待機場所がない場合は、 エントランスやホール内、 事務室の一角など、 利用可能な場所
にビニールシートなどを敷き、 衝立などで仕切ってスペースを確保しましょう。 ボールなどが飛んでくる危険が
なく、 不特定多数の人の目に触れることのない場所が望ましいです。
補助犬は、 前もって排泄をすませている場合がほとんどです。 利用前に、 補助犬を連れている利用者
本人に確認しておくと安心です。

コラム　利用しやすい自動販売機
車いす利用者は高い場所にあるボタンが押しにくく、 低い場所にある取り出し口が利用しにくいことがあります。
自動販売機を設置するときにはボタンや取り出し口の配置に工夫のある 「ユニバーサルデザイン」 の自動販
売機を選ぶと利用しやすくなります。

コラム　「更衣室が使えない」 「休憩したい」 場合の対応
介助者が異性である、 車いすの使用でロッカー室が狭い、 大勢の中だと安心できないなどの理由で 「更
衣室が利用できない」 場合や、 疲れたときに一人で休憩したい要望などがあります。 専用の部屋があると
便利ですが、 多目的室や会議室、 スペースの一角を衝立などで仕切るなどして臨時更衣室や休憩室に
することで対応できます。 その場合はドアにつけられる 「使用中」 などの札を用意するとよいでしょう。

・ 「洋式トイレ」 か 「和式トイレ」 かのマークをドアに貼ることで、 ドアを開けなくても分かります。
・ 車いす利用者であっても通常のトイレでも広いと利用できることもあります。

一般的なトイレの利用

・ シャワールーム
　車いす利用者は高い位置にあると利用
  できないので、低い位置にかけておきます。

・ 張り紙　「シャワーは低い位置
　に戻して下さい（ルビ付き）」

・ 床にマットがあれば滑り止めになります。
　また床ずれができやすい人でも安心して
　利用できます。

・ シャワーチェアがあれば座って利用できます。
　シャワーチェアがなければパイプ椅子でも
　代用できます。



トイレ

14

入口や中のスペースの広さ、 備品の状況によって配慮が必要な場合があります。 特に初めて利用する場合には
一緒に状況を確認して利用するときのサポートをします。

車いす利用者や、 オストメイトの設備がある多目的トイレを利用する人もいれば、 一般のトイレを利用する
障がい者もいます。 いずれにしても清潔に整えておきます。 例えば視覚障がい者は広い多目的トイレより
コンパクトな一般トイレが使いやすい場合もあります。 本人の希望を聞いて必要なサポートをします。
大人のおむつ替えや、 衣料の着脱用にベッドが必要な場合があります。 長めのベンチでも代用できます。【椅子】

肢体不自由者（立位）の場合、 椅子に座らないと靴が履けないなどの場合があります。 また、 疲れやすい人も
多いため、 更衣室内に椅子などを用意しておきましょう。
【ロッカー】
・ 取っ手を付けると握力がなくてもドアが開けやすくなります。
・ 鍵の開閉が難しい場合があるので必要に応じてサポートします。
・ 装具などを入れるために大きな荷物が入るロッカーが必要なことがあります。
　その場合は優先的に利用できるようにします。
・ ドアに大きな数字を貼る、 点字を貼るなどして場所が分かるようにします。
【リモコン】　
車いす利用者の場合　リモコンなどが高い位置にあると届きません、 扇風機などのリモコンは低い位置に設置します。

コラム　補助犬の待機場所
補助犬専用の待機場所がない場合は、 エントランスやホール内、 事務室の一角など、 利用可能な場所
にビニールシートなどを敷き、 衝立などで仕切ってスペースを確保しましょう。 ボールなどが飛んでくる危険が
なく、 不特定多数の人の目に触れることのない場所が望ましいです。
補助犬は、 前もって排泄をすませている場合がほとんどです。 利用前に、 補助犬を連れている利用者
本人に確認しておくと安心です。

車いす利用者は高い場所にあるボタンが押しにくく、 低い場所にある取り出し口が利用しにくいことがあります。
自動販売機を設置するときにはボタンや取り出し口の配置に工夫のある 「ユニバーサルデザイン」 の自動販
売機を選ぶと利用しやすくなります。

介助者が異性である、 車いすの使用でロッカー室が狭い、 大勢の中だと安心できないなどの理由で 「更
衣室が利用できない」 場合や、 疲れたときに一人で休憩したい要望などがあります。 専用の部屋があると
便利ですが、 多目的室や会議室、 スペースの一角を衝立などで仕切るなどして臨時更衣室や休憩室に
することで対応できます。 その場合はドアにつけられる 「使用中」 などの札を用意するとよいでしょう。

・ 「洋式トイレ」 か 「和式トイレ」 かのマークをドアに貼ることで、 ドアを開けなくても分かります。
・ 車いす利用者であっても通常のトイレでも広いと利用できることもあります。

【オストメイトマーク】
人工肛門 ・ 人工膀胱を造設している人（オストメイト）の
ための設備があることを表しています。
 （公益財団法人交通エコロジー ・ モビリティ財団）

一般的なトイレの利用
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・ 張り紙　「シャワーは低い位置
　に戻して下さい（ルビ付き）」

・ 床にマットがあれば滑り止めになります。
　また床ずれができやすい人でも安心して
　利用できます。

・ 車いす利用者はゴミ箱などが
　足元にあると使えません。
　高さのあるものにします。



体育館
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利用者の目的にあわせてどのような備品や器具が利用できるのかを案内します。
マットや、 卓球台などの器具を利用するときには、 設置などのサポートを行います。 また、 スムーズに使うための
工夫もしていきます。

コラム　パラスポーツ関連の備品の貸し出し

体育館を利用する目的は、 スポーツ以外にも、 ダンスやゲーム、 リハビリテーションなど様々です。 介助者とも協
力し利用者の目的に合わせてサポートを行います。 障がいによって、 体温調節が難しい人もいますので、 快適
な空間をつくるようにします。 冷暖房や換気などにより、 体育館内の温度管理をしましょう。
また、 体調や顔色などを確認しておくと良いでしょう。 特に熱くなりすぎないようエアコンや扇風機を活用します。

車いすバスケットボールをする利用者
・転倒に注意します。 椅子などを用意していつでも休めるように
　しておくとよいです。
・外から来て車いすをそのまま利用する場合は、 タイヤを拭い
　てから体育館を使用してもらうか、 屋内用の車いすを使用して
　もらいます。

視覚障がい者
・ 周囲に余計なものを置かないようにします。
・ 音を使うスポーツの場合は、 静かな環境を
　作ります。
・ 体操やヨガなどインストラクターがいる場合は
　声が聞こえやすくします。
・ 他の利用者が増えるなど周囲の状況が
　変化した場合は、 状況を説明するように
　します。

聴覚障がい者
・施設のルールや用具の使い方を説明します。
・簡単な手話などを使うなど、 周囲の人とコミュニケーションがとれるよう
　促すと仲間ができてスポーツを楽しむ機会が増えます。
・耳の機能のひとつでバランスを取る三半規管に障がいがあるなどめまい
　を起こしやすい場合があります。 トランポリンなどのバランス感覚が必要
　な動きには注意が必要です。

車いすで体育館を利用することで床の損傷が気になるという場合があるかもしれません。 しかし現在の競技
用車いすはほとんど床にタイヤ痕などが残らず、 転倒しても傷が付きにくくなっています。 そもそもどんな物も
使えば傷や汚れがついていくものです。 傷がついたり汚れたりするのは多くの人に利用されている施設の証拠
でもあると考えられます。
市内には車いすバスケットボールの練習等を受け入れている施設もあります。 引き続き車いす競技へのご理
解とご協力をお願いします。

コラム　車いす競技への理解



用具の利用
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利用者の目的にあわせてどのような備品や器具が利用できるのかを案内します。
マットや、 卓球台などの器具を利用するときには、 設置などのサポートを行います。 また、 スムーズに使うための
工夫もしていきます。

コラム　パラスポーツ関連の備品の貸し出し

体育館を利用する目的は、 スポーツ以外にも、 ダンスやゲーム、 リハビリテーションなど様々です。 介助者とも協
力し利用者の目的に合わせてサポートを行います。 障がいによって、 体温調節が難しい人もいますので、 快適
な空間をつくるようにします。 冷暖房や換気などにより、 体育館内の温度管理をしましょう。
また、 体調や顔色などを確認しておくと良いでしょう。 特に熱くなりすぎないようエアコンや扇風機を活用します。

施
設
利
用
の
受
け
入
れ

聴覚障がい者
・施設のルールや用具の使い方を説明します。
・簡単な手話などを使うなど、 周囲の人とコミュニケーションがとれるよう
　促すと仲間ができてスポーツを楽しむ機会が増えます。
・耳の機能のひとつでバランスを取る三半規管に障がいがあるなどめまい
　を起こしやすい場合があります。 トランポリンなどのバランス感覚が必要
　な動きには注意が必要です。

用具の収納
・ どこになにを収納するか分かりやすいようにラベル
　を付けたり収納した状態の写真を張ります。

卓球台
・ 台や椅子の下など手の届かない場所にボール
　が入ってしまうと、 肢体不自由の人や視覚障
　がいの人は拾うことができません。
　卓球台の下などにボールが入り込まないように
　マットや段ボールでカバーしておきます。

車いすで体育館を利用することで床の損傷が気になるという場合があるかもしれません。 しかし現在の競技
用車いすはほとんど床にタイヤ痕などが残らず、 転倒しても傷が付きにくくなっています。 そもそもどんな物も
使えば傷や汚れがついていくものです。 傷がついたり汚れたりするのは多くの人に利用されている施設の証拠
でもあると考えられます。
市内には車いすバスケットボールの練習等を受け入れている施設もあります。 引き続き車いす競技へのご理
解とご協力をお願いします。



トレーニング室 ・ ジム
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スポーツとしてのトレーニングのほか、 リハビリの一環として利用する方もいます。 最初に利用者本人や介助
者にヒアリングをして、 障がいの状況 ・ 内容に合った利用の方法を確認しておきましょう。 器具の使用方法
は丁寧に説明をし、 必要に応じて器具への乗り移りなどの介助を行ってください。

グラウンド、 コート、 ゲレンデなどの屋外の広い場所で、 様々なスポーツを楽しむための配慮について説明します。
広い場所でスピードを出せることで接触などの事故に注意します。 また暑さや寒さなどに注意することも大切です。

【肢体不自由、 車いす利用者】
・屋外グラウンドなど、 地面に凹凸がある場所や芝生などではタイヤが動きにくくなり、 車いすを動かすのはとても
　大変です。 できるだけ段差や障がい物のないスペースを案内します。
・ゲレンデなどでも使える専用の車いすもあります。

【視覚障がい者】
・広い場所では、 周りの状況がイメージしにくくなります。 動線や周囲の状況を事前に伝えます。
・場所が把握できないような場合には介助者との利用も必要です。
・地面や行先に物を置いていないか、 木の枝や看板など上部に張り出しが無いか確認をしておく必要があります。
【知的障がい者】
・ルールを守り、 周囲の安全を考えて運動できるように、 案内や説明をしていきます。
・本人の理解が難しい場合には、 介助者との協力も重要です。
【精神障がい者】
・運動量に気を付けながら、 スタッフから声掛けをして確認していきます。
・コースや利用説明はゆっくりと丁寧に行い、 分からなくなったときにいつでも質問できるような環境を心がけます。

【肢体不自由】
・ 器具が使用できるか一緒に検討します。
・ 必要であれば器具への乗り移りなどをサポートします。
【視覚障がい者】
・ 器具の配置を触ってもらいながらトレーニング室の全体の様子を説明します。
・ 器具の使い方を触ってもらいながら説明します。
【聴覚障がい者】
・ 使うためのルールを手話や筆談で説明します。
【内部障がい者】
・ 医師の許可が出ているか確認し、 無理のない利用をすすめます。
【知的障がい者】
・ 器具の使い方をやってみせて、 丁寧に説明します。
【精神障がい者】
・ 使い方に不安があるときにはすぐに質問ができるようにします。
・ 疲労の様子が見られたら、 ひと声かけて休憩を促します。

器具利用の説明

・ 衝突防止のために通路や器具エリアをビニール
　テープで囲います。
・ 各マシンのエリアが分かるように、 ビニールテープを　
　利用して印をつけて分かりやすくします。

・ 屋外施設では、 温度計や気温、
　また、 暑さ指数（ WBGT ／ Wet Bulb 
　Globe Temperature）を掲示し、
　一定の数値を超えた場合は利用を制限
　するなどの措置をとってください。
・ 暑さ指数については、 「環境省　熱中症　
　予防サイト」 で確認することができます。
・ ゲレンデなど、 冬の屋外の施設では最低　
　気温や悪天候の予報などを掲示するなどの
　工夫を行います。



グラウンド ・ コート ・ ゲレンデ
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スポーツとしてのトレーニングのほか、 リハビリの一環として利用する方もいます。 最初に利用者本人や介助
者にヒアリングをして、 障がいの状況 ・ 内容に合った利用の方法を確認しておきましょう。 器具の使用方法
は丁寧に説明をし、 必要に応じて器具への乗り移りなどの介助を行ってください。

グラウンド、 コート、 ゲレンデなどの屋外の広い場所で、 様々なスポーツを楽しむための配慮について説明します。
広い場所でスピードを出せることで接触などの事故に注意します。 また暑さや寒さなどに注意することも大切です。

【肢体不自由、 車いす利用者】
・屋外グラウンドなど、 地面に凹凸がある場所や芝生などではタイヤが動きにくくなり、 車いすを動かすのはとても
　大変です。 できるだけ段差や障がい物のないスペースを案内します。
・ゲレンデなどでも使える専用の車いすもあります。

【視覚障がい者】
・広い場所では、 周りの状況がイメージしにくくなります。 動線や周囲の状況を事前に伝えます。
・場所が把握できないような場合には介助者との利用も必要です。
・地面や行先に物を置いていないか、 木の枝や看板など上部に張り出しが無いか確認をしておく必要があります。
【知的障がい者】
・ルールを守り、 周囲の安全を考えて運動できるように、 案内や説明をしていきます。
・本人の理解が難しい場合には、 介助者との協力も重要です。
【精神障がい者】
・運動量に気を付けながら、 スタッフから声掛けをして確認していきます。
・コースや利用説明はゆっくりと丁寧に行い、 分からなくなったときにいつでも質問できるような環境を心がけます。
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・ 衝突防止のために通路や器具エリアをビニール
　テープで囲います。
・ 各マシンのエリアが分かるように、 ビニールテープを　
　利用して印をつけて分かりやすくします。

・ 屋外施設では、 温度計や気温、
　また、 暑さ指数（ WBGT ／ Wet Bulb 
　Globe Temperature）を掲示し、
　一定の数値を超えた場合は利用を制限
　するなどの措置をとってください。
・ 暑さ指数については、 「環境省　熱中症　
　予防サイト」 で確認することができます。
・ ゲレンデなど、 冬の屋外の施設では最低　
　気温や悪天候の予報などを掲示するなどの
　工夫を行います。

・ 競技用の車いす 「レーザー」 はスピードが
　でるとすぐに止まれません。
　使用レーンを分けるなど（通常はインコース）
　して一般利用者との接触を避けます。

・ 広い場所での活動になると、 休憩できる場所に
　戻ることも大変になります。 近場で、 休憩や水分
　補給ができる準備をしておきましょう。
・ 障がいのために汗をかきにくい人や内臓機能が低下
　している人、 高齢者などは、 熱中症になる可能　
　性が高くなります。
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プール
プールは肢体不自由の人も浮力を利用して体を動かしやすいなどの面もあり、 多くの人に利用していただきたい
施設です。 一方で着替えや、 プールサイドなどの移動について配慮が必要です。
障がいによっては体温調節が難しい人もいますので、 水温や室温の管理には特に配慮が必要です。

水温や室温には特に配慮します。
休憩時間や利用ルールなどは分かりやすい場所にあらかじめ掲示します。

車いす利用者など肢体不自由の人は着替えや、 体をぬ
ぐうため椅子などが必要な場合があります。
体を横たえて体をぬぐうためにベッドのようなスペースが必要
な場合があります。 支援者が異性の場合もありますので、
男女の更衣室とは別に使える部屋があると便利です。

【視覚障がい者】
レーンを分けることで安全に利用できます。 レーンを分けたときにはコーンなどで 「視覚障がい者用専用レーン」
を周りの人に知らせます。 レーンロープに触れることでコースを確認することがあります。
「タッピングバー」 を利用してコースの折り返しを知らせることがあります。
プールサイドは滑りやすく危険な場合があります。 移動のルートを示す滑り止めあるマットなどがあると安心です。
【車いす利用者】
普段使用している車いすを清掃する、 または専用の車いすでプールに入れるようにします。
更衣室からプールまでの段差に配慮します。
【聴覚障がい者】
休憩時間のアナウンスなどは筆談などで知らせるようにします。

プール

更衣室

・ 肢体不自由の人や視覚障がい
　の人の杖の持ち込みを認めます。

・ 介助者や見回りの人が水着でなくて
　もプールサイドに入れるようにします。



観客席

地震や火災などの緊急時の対応
地震や災害などの緊急時には、 障がい者は状況が分からなかったり、 自力で避難できなかったりするので、
事前に必要な対応について確認しておきます。 また普段からどのような人が施設を利用しているか把握して
おくことが大切です。

体育施設はスポーツをする楽しみのほかに見る楽しみや応援する楽し
みもあります。 お手伝いが必要な方や、 障がいのある方など入場のた
めの長時間の待機が難しい方には早く入場する 「優先入場」 という
方法もあります。
視覚障がい者は見えないのだから楽しめないということはありません。
楽しみ方は人それぞれですが試合の応援の一体感や高揚感を楽しむ
こともできます。
車いす利用者のための優先席がある場合はご案内します。 同行者が
いれば一緒に観戦できるよう配慮します。
優先席が無い場合は車いすで観戦できる場所が無いか考えてみます。
発達障がい者や精神障がい者など大勢の中で観戦するのが苦手な人
がいます。 もし可能であれば個室のような場所で観戦できる場所を
提供します。

【肢体不自由】
・本人が思うように体が動かすことができない場合は、 施設内の車いすを使って避難することも考えます。
【車いす利用者】
・「階段を下りられない」 「エレベーターが使えない」 避難用スロープがあればそちらへ誘導します。 スロープが
　無い場合、 車いすのまま持ち上げて移動する、 ご本人を背負い車いすは別途たたんで運ぶなどして避難し
　ます。
【視覚障がい者】
・避難口が分からないことがあります。 職員が周囲の状況を説明し誘導します。
【聴覚障がい者】
・緊急放送が聞こえません。 紙や筆談ボードに 「火事です。 避難してください」 などと書き、 文字で情報を
　伝えます。
【精神障がい者】
・緊急の状況やサイレンなどで動けなくなるような場合は、 職員が一緒について声を掛け安心できるようにし
　ながら避難します。

コラム　声援は心の中で︕

視覚障がい者の競技を観戦するときにはできるだけ静かな環境にしましょう。
音の出るボールを使用する 「ブラインドサッカー」 や 「ゴールボール」 などだけでなく、 その他の競技も
音を頼りにすることが多くあります。 競技を楽しむために耳を澄ませて応援は心の中で行いましょう。

プールは肢体不自由の人も浮力を利用して体を動かしやすいなどの面もあり、 多くの人に利用していただきたい
施設です。 一方で着替えや、 プールサイドなどの移動について配慮が必要です。
障がいによっては体温調節が難しい人もいますので、 水温や室温の管理には特に配慮が必要です。

車いす利用者など肢体不自由の人は着替えや、 体をぬ
ぐうため椅子などが必要な場合があります。
体を横たえて体をぬぐうためにベッドのようなスペースが必要
な場合があります。 支援者が異性の場合もありますので、
男女の更衣室とは別に使える部屋があると便利です。

【視覚障がい者】
レーンを分けることで安全に利用できます。 レーンを分けたときにはコーンなどで 「視覚障がい者用専用レーン」
を周りの人に知らせます。 レーンロープに触れることでコースを確認することがあります。
「タッピングバー」 を利用してコースの折り返しを知らせることがあります。
プールサイドは滑りやすく危険な場合があります。 移動のルートを示す滑り止めあるマットなどがあると安心です。
【車いす利用者】
普段使用している車いすを清掃する、 または専用の車いすでプールに入れるようにします。
更衣室からプールまでの段差に配慮します。
【聴覚障がい者】
休憩時間のアナウンスなどは筆談などで知らせるようにします

20

施
設
利
用
の
受
け
入
れ



障がい者スポーツ紹介 Ｑ＆Ａ
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障がい者スポーツはパラリンピックでの日本人の活躍などによって普及が進んでいます。 障がいのある人もない人も
共に楽しめる参加者の裾野の広さがあり、 競技として

け ん さ ん

研鑽を積む面白さもあります。 弘前市はパラスポーツ体験
などのプログラムを実施しています。

障がい者の全ての要求に応えないといけないのか︖
要求のもとにある、 目的にかなうように可能な範囲で対応します。 大きな負担を強いるなど無理な場合
は理由を説明してお断りします。

ヨーロッパで生まれたボッチャは肢体不自由な人のために考案された
スポーツで、 パラリンピックの正式種目です。 2 組に分かれて赤と青
それぞれ 6 つの持ち球を、 ジャックボール（目標球）と呼ばれる
１つの白いボールにいかに近づけるかを競います。
持ち球は投げても蹴っても転がしても良く、 滑り台のような補助具の
上から口でボールを転がすこともできます。
老若男女が障がいのあるなしに関わらず楽しめる競技です。

シッティングバレーボールは、 1956 年に戦争によって体が不自由に
なってしまった人々によりオランダで考案されたスポーツです。
シッティング ( 座ったままで、 または座ることの意 ) バレーボールは、
床に臀部 ( でんぶ ) の一部が常に接触したまま行うバレーボールです。
障がい者も健常者も共に運動できるスポーツ競技です。

「ブラインドサッカー」 は、 いわゆる 「見えないサッカー」 です。
ゴールキーパー以外の 4 人のフィールドプレーヤーは全盲の選手で、
アイマスクを装着し、 音の出るボールを用いてプレーします。
仲間の声や音を頼りにピッチを駆け巡ります。
目の見える人もアイマスクをして参加することができます。

コラム　弘前大学モデル

「弘前大学モデル」 として、 弘前大学及び附属特別支援学校が地域との連携を通し、 「きっずパークと
み～の（幼児期）」 「わいわいスポーツクラブ（学齢期）」 「ユニバーサルスポーツクラブ（成人）」 を開催
する中で、 障がい児、 障がい者が生涯を通してスポーツに取り組める環境作りを行っています。 これらの
活動は、 障がいのある人もない人も一緒に楽しむインクルーシブスポーツ教室です。 現在、 弘前大学教
育学部附属特別支援学校が地域の中でのスポーツ活動についての問い合わせにも対応しています。

ボッチャ

シッティングバレーボール

ブラインドサッカー

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

障がい者が利用することで他の人とトラブルになるのではないか︖
障がい者とのトラブルの多くは、 障がいについての理解不足が原因です。 丁寧に説明して理解を求める
ようにします。

Ｑ
Ａ

パラスポーツは専用の備品が必要︖
障がい者スポーツの用具を用意して、 障がいのある人たちと一緒に楽しめるイベントなどを実施している団
体もあります。 これらの用具は貸し出しも行っている場合もあります。

・ 岩木振興公社　スポーツ用車いす、 ボッチャ、 フライングディスク　ほか
http://www.iwakisansportspark.com/index.html
電話　0172-83-2311　/　FAX　0172-83-2635

・ スポネット弘前　ボッチャ、 ゴールボール　ほか
https://sponet-h.com/
電話　0172-83-6523　/　FAX　0172-88-6239

障がいのある人をサポートしようとしたが拒否されたり、 否定的な態度をとられた。
コミュニケーションに慣れていない、 不安を感じる人もいると理解し、 おおらかに対応してください。

車いすで体育館を利用すると床が傷むのではないか︖
技術の改良により、タイヤの汚れや転倒時の傷は改善されています。 汚れは拭くことできれいになりますし、
傷は大きな補修につながることは少ないと理解してください。

補助犬を施設に入れると犬アレルギーの人が困るのではないか︖
補助犬の同伴を受け入れるときに他のお客様から苦情がある場合は、 「身体障害者補助犬法」 で受け
入れ義務があること、 補助犬の行動や健康の管理はユーザーが責任をもって行なっていることを説明し、
理解を求めます。 実際にアレルギーのある人には申し出てもらい距離を取るなどを考えます。 もし補助犬
が通路を塞いだり周りを嗅ぎまわるといったような困った行動をした場合はそのことを補助犬ユーザーにはっ
きり伝えてください。
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障がい者スポーツはパラリンピックでの日本人の活躍などによって普及が進んでいます。 障がいのある人もない人も
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け ん さ ん
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などのプログラムを実施しています。
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要求のもとにある、 目的にかなうように可能な範囲で対応します。 大きな負担を強いるなど無理な場合
は理由を説明してお断りします。

「弘前大学モデル」 として、 弘前大学及び附属特別支援学校が地域との連携を通し、 「きっずパークと
み～の（幼児期）」 「わいわいスポーツクラブ（学齢期）」 「ユニバーサルスポーツクラブ（成人）」 を開催
する中で、 障がい児、 障がい者が生涯を通してスポーツに取り組める環境作りを行っています。 これらの
活動は、 障がいのある人もない人も一緒に楽しむインクルーシブスポーツ教室です。 現在、 弘前大学教
育学部附属特別支援学校が地域の中でのスポーツ活動についての問い合わせにも対応しています。
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道路交通法によって定められた標識
【身体障害者標識】
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表
示するマークで、 マークの表示については、 努力義務となっています。（警察庁）

【聴覚障害者標識】
聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表
示するマークで、 マークの表示については、 義務となっています。（警察庁）

障がいに関係する主なマーク
【障害者のための国際シンボルマーク】
障がい者が利用できる建物、 施設であることを明確に表すための世界共通のシン
ボルマークです。（公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会）

【耳マーク】
聞こえが不自由なことを表すと同時に、 聞こえない人 ・ 聞こえにくい人への配慮を
表すマークでもあります。
( 一般社団法人全日本難聴者 ・ 中途失聴者団体連合会 )

【盲人のための国際シンボルマーク】
世界盲人連合で 1984 年に制定された盲人のための世界共通のマークです。

（社会福祉法人日本盲人福祉委員会）

【ハート ・ プラスマーク】
「身体内部に障害がある人」 を表しています。

（特定非営利活動法人ハート ・ プラスの会）

【ほじょ犬マーク】
身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。（厚生労働省）
ほじょ犬には 「盲導犬」 「聴導犬」 「介護犬」 の 3 種類があります。
公共の施設や交通機関はもちろん、 デパートやスーパー、 ホテル、 レストランなど
の民間施設は、 身体障がいのある人が身体障がい者補助犬を同伴するのを受け
入れる義務があります。
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